


 

 

はじめに 

 

平成２３年３月１１日金曜日午後２時４６分、三陸沖を震源としたマグニチュード９．０の巨大

地震及び巨大津波が発生しました。地震による最大震度は７を記録し、東北地方をはじめ日本全土

に多大な被害をもたらしました。 

平成２４年１２月２５日現在の日本全体での被害は、死者１５，８７８名、行方不明２，７１３

名、負傷者６，１２６名、全壊建物１２９，７２４戸、半壊建物２６７，６６３戸、一部損壊７３

１，６７３戸とこれまでの震災の中でも最大級のものとなりました。 

当市では、震度４の地震を観測し、地震発生直後に押し寄せた津波により、死者２名、全壊建物

９６戸、半壊建物３７戸、一部損壊建物４５戸、三沢漁港関連施設の損壊など、その被害額は    

約７８億円に上りました。 

 震災への対応として、発災直後に三沢市災害対策本部を設置し、避難所開設や必要な物資の手配、

立入禁止区域の設定、津波により閉塞した道路の開放、被災場所の調査・記録など、市民の安全確

保と一日も早い日常への復帰を目的として活動しましたが、今回の震災の規模は、市地域防災計画

で想定している津波被害を遥かに超えていたため、災害対策本部、災害現場及び避難所において種々

の問題が発生し、当市の防災体制に一石を投じる結果となりました。 

 今回の経験を糧として、三沢市復興委員会防災対策等検証部会や市民アンケート等により、東日

本大震災時の災害対応の問題点の洗い出しや、市の津波防災体制等についての検討を行い、今後の

防災体制の強化や市地域防災計画の修正に反映させて参ります。 

 また、平成２４年１０月に県が公表した「青森県津波浸水予測図」では、東日本大震災を遥かに

超える津波浸水想定区域が示され、東日本大震災時の津波を想定して策定していた津波避難計画の

全面的な見直しと、新たな津波ハザードマップの作成を行っています。 

 これらは、津波による被害を最小限にするために市が進めている施策でありますが、更に重要な

のは、住民の津波避難に対する意識の高揚を図り、記憶を風化させないことです。 

そこで、今回青森県の「平成２４年度青森県市町村元気事業」の補助採択を受け、地域住民の津

波防災の意識の高揚を図ることを目的として、防災講演会や沿岸地域住民による海抜表示板設置箇

所の調査や設置作業を行い、この冊子に記録いたしました。 
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 東日本大震災時の災害対応に係る問題点と検証結果について 第１章

第１節 三沢市復興委員会防災対策等検証部会で示された問題点と検証結果について 
1. 三沢市復興委員会防災対策等検証部会とは 

 市の災害対応が迅速かつ的確に行える体制づくりのため、東日本大震災で市が行った

災害対応の問題点等を検証し、その結果を次期市地域防災計画に反映することを目的と

して設置されたものです。 

 

2. 構成員 

      三沢市復興委員会防災対策等検証部会は、災害活動の中心となる各班長（課長級以上）

を構成員としております。 

 

3. 問題点と検証結果について 

○ 災害対策本部・組織関係 

① 市役所に設置している災害対策本部と避難所等の現場との通信手段が停電により不

通となり、円滑な情報収集、伝達ができなかった。 

② 総務課防災係（平成２２・２３年度の災害担当部署）に、指示を待っていた班から

の問い合わせや、市民からの問い合わせ等が集中し業務量が膨大になったため、対応

が遅れた。 

③ 全体の被災状況等を把握できないままの対応であったことから場当たり的な指示も

多く、効率的な対策がとれず、市職員のマンパワーを十分に生かすことができなかった。 

 部会検証結果 

① 携帯電話や固定電話に頼らない情報収集、伝達の手段として、無線機を購入し、災

害情報を共有できる体制の整備を進める。 

② 災害対策本部、各部、各班内における指揮命令系統を明確にする。 

③ 災害対応が迅速にできるよう、各部、各班が判断し行動できる組織の構築を進める。 

 

○ 情報収集・被害報告関係 

① 災害発生時の情報伝達手段の１つであるメールが配信できなかった。 

② 漁港に設置しているカメラが津波により被災し、津波監視ができなくなった。 

③ 被害区分の基準が調査途中で変わり、現場で混乱をきたした。 

④ 専門的な知識を持った人間が現場に居なかったため、家屋等の危険度判定が難しい

場面があった。 

 部会検証結果 

① 市役所別館・上下水道庁舎は、自家発電装置等による電源の確保が必要である。と

くに市役所別館には、重要な情報サーバーがあることから、電源の確保は必須である。 

② 停電時でも津波映像を伝達できるカメラを、被災しない場所に設置することを検討

する。 

 

③ 情報収集分析班、住宅確保班及び危険判定士と連携した被害調査体制を構築する。 

 

○ 災害時要援護者関係 

① 停電により、民生委員等による災害時要援護者の安否確認方法が電話から車両での

直接訪問に変更になったため、ガソリン不足が深刻となった。 

② 福祉施設との災害時の取り決めがなく、福祉施設からの食料の要請に対応できなか

った。 

 部会検証結果 

① 三沢市と連携している関係機関へのガソリン等の燃料の安定供給に向けた体制づく

りが必要である。 

② 三沢市と福祉施設との間で、災害時要援護者に係る人的、施設使用等の連携に係る

協定の締結を進め、協定締結の際には福祉施設に対する食料、物資等の供給について

検討を行う。 

 

○ 通信・災害広報関係 

① 災害記録用の写真撮影が他の業務対応により思うようにできなかった。 

② 停電に伴い、マックテレビの中継施設が使用不能となり、各家庭に放送ができなく

なった。 

③ マックテレビの放送内容、総務課からの指示による緊急放送内容、各課からの依頼

による放送内容及びホームページの情報において、相互の整合性が取れていなかった。 

④ 防災行政無線放送と広報車両による放送が聞こえにくく、また放送回数が少なかっ

た。 

 部会検証結果 

① 各班による現場写真の記録の徹底と渉外広報部内での現場写真の撮影体制を構築する。 

② 停電時でもマックテレビで情報伝達ができる方法を検討する。 

③ ホームページ、マックテレビ、災害に係る市民相談窓口、情報メール等により提供

する内容の統一化を図り、市民に対し的確に情報が伝達できる体制を構築するととも

に、提供する情報内容を分かりやすくする。 

④ スピーカー付き車両及び情報メール加入者を増やし、市民への情報伝達体制の強化

を図る。 

 

○ 避難・避難所関係 

① 避難所ごとの責任者の報告、避難者名簿様式、施設の引き継ぎ方法、情報伝達方法

等の統一が図られていなかった。 

② 津波情報発表時における避難所の開設場所、避難方法が明確でなく現場で混乱した。 

③ 停電及び物資の不足により、避難所運営に支障をきたした。 

 部会検証結果 

① 避難所運営マニュアルを分かりやすく修正し、職員や市民に周知を図る。 
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③ 情報収集分析班、住宅確保班及び危険判定士と連携した被害調査体制を構築する。 

 

○ 災害時要援護者関係 

① 停電により、民生委員等による災害時要援護者の安否確認方法が電話から車両での

直接訪問に変更になったため、ガソリン不足が深刻となった。 

② 福祉施設との災害時の取り決めがなく、福祉施設からの食料の要請に対応できなか

った。 

 部会検証結果 

① 三沢市と連携している関係機関へのガソリン等の燃料の安定供給に向けた体制づく

りが必要である。 

② 三沢市と福祉施設との間で、災害時要援護者に係る人的、施設使用等の連携に係る

協定の締結を進め、協定締結の際には福祉施設に対する食料、物資等の供給について

検討を行う。 

 

○ 通信・災害広報関係 

① 災害記録用の写真撮影が他の業務対応により思うようにできなかった。 

② 停電に伴い、マックテレビの中継施設が使用不能となり、各家庭に放送ができなく

なった。 

③ マックテレビの放送内容、総務課からの指示による緊急放送内容、各課からの依頼

による放送内容及びホームページの情報において、相互の整合性が取れていなかった。 

④ 防災行政無線放送と広報車両による放送が聞こえにくく、また放送回数が少なかっ

た。 

 部会検証結果 

① 各班による現場写真の記録の徹底と渉外広報部内での現場写真の撮影体制を構築する。 

② 停電時でもマックテレビで情報伝達ができる方法を検討する。 

③ ホームページ、マックテレビ、災害に係る市民相談窓口、情報メール等により提供

する内容の統一化を図り、市民に対し的確に情報が伝達できる体制を構築するととも

に、提供する情報内容を分かりやすくする。 

④ スピーカー付き車両及び情報メール加入者を増やし、市民への情報伝達体制の強化

を図る。 

 

○ 避難・避難所関係 

① 避難所ごとの責任者の報告、避難者名簿様式、施設の引き継ぎ方法、情報伝達方法

等の統一が図られていなかった。 

② 津波情報発表時における避難所の開設場所、避難方法が明確でなく現場で混乱した。 

③ 停電及び物資の不足により、避難所運営に支障をきたした。 

 部会検証結果 

① 避難所運営マニュアルを分かりやすく修正し、職員や市民に周知を図る。 
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② 津波発生時における避難計画の見直しと避難所運営について、訓練等を通じて職員

や市民への周知を図る。 

③ 停電時における避難所で必要な最低限の電源確保のため関係機関と協定を締結する

とともに、避難所用物資については備蓄を強化する。 

 

○ 食料供給関係 

① 食料等の配送作業及び保管方法等が周知されていなかった。 

② 協定締結先の備蓄物資等が不足した。 

③ 自宅在宅者が避難所に食料を受け取りにきたが、避難者以外の食料は想定していな

いため配給できなかった。 

 部会検証結果 

① 食料物資等の配送計画、保管場所の再検討と、保管方法等のマニュアル化を進め、

訓練を通じて職員に周知を図る。 

② より安定した食料確保のため、協定内容の見直しと、地域の異なる店舗との協定を

推進する。 

③ 炊き出し拠点として給食センターを有効活用するとともに、そのために必要な体制

づくりを行うほか、停電時でも対応できるよう非常用発電機の確保等を進める。 

 

○ ライフライン関係 

① ライフラインにかかる情報の提供が少なかったことから、市民の間に混乱が生じて

いた。 

② ライフライン維持に必要な電源確保用の発電機及び燃料が不足した。 

③ 停電等で電話が通じない状況下であったため、ライフライン復旧関係機関との連携

が一部の業者に偏った。 

 部会検証結果 

① 市民がパニックにならないよう、広報班を中心に市民に対するライフライン情報の

提供方法、情報伝達のタイミング等について検討する。 

② ライフライン設備の維持に必要な機器・資材の確保を目指す。 

③ 電話が通じない状況下での関係機関との連携の方法を構築する。 

 

○ 障害物撤去関係 

① 瓦礫撤去、閉塞した道路の開放等で業者に作業を依頼しなければならない場合に、

契約等の手続を踏む必要があるため早急に対応できない場面があった。 

② 瓦礫撤去に係る本人同意に時間がかかった。 

 部会検証結果 

① 災害時における現場対応をスムーズに行えるよう、契約、予算執行、関係機関との

協定等を含め、庁内でシステムを検討する。 

② 各班の横の連携を密にし、災害活動の効率化を図る。 

 

 

○ 物資・ボランティア関係 

① 大量の物資の分別に時間がかかった。 

② 必要とする物資とマッチングしていない物資が大量に届き、保管場所の確保に手間

取った。 

③ 災害ボランティアの調整部署が明確でなく混乱した。また、災害ボランティアセン

ターの広報が遅れた。 

 部会検証結果 

① 援助物資の不一致を極力抑えるため、三沢市で必要な援助物資を迅速に把握し、ホ

ームページ等で情報を発信できる体制を構築する。 

② 援助物資の受付、保管場所等を定めたマニュアルを作成し、担当職員に周知を図る。 

③ 三沢市、三沢市社会福祉協議会及びボランティアとの連携を強化し、応急復旧活動

等の効率化を図る。 

 

第２節 市民意向調査において示された問題点と検証結果について 
東日本大震災からの復興に向けて、三沢市復興計画に市民の意見を広く取り入れるため、

平成２３年９月にアンケート調査を実施しました。 

    その中で示された市の災害対応に係る問題点は以下のとおりです。 

    なお、アンケート結果の詳細につきましては、市ホームページに掲載されている三沢市復

興計画を参照ください。 

① 「防災行政無線放送が聞こえない、内容が聞き取れない」の割合が半数を占めてお

り、さらに、「聞こえる」と答えた方の中でも「はっきり聞こえた」と回答した方は、    

１６％程度であった。 

② 「暖房器がなく暖がとれない。」、「物資不足、震災の情報が少ない。」等避難所

に関する改善が必要である。 

③ 高齢者、災害時要援護者への支援を強化する必要がある。 

 

 検証結果について 

① 音響音達調査を通じて聞こえにくい地域等を把握し、スピーカーの向きや数、設置

箇所の調整を行うとともに、防災行政無線以外の方法等を検証し、改修計画を作成す

る。 

② 停電時でも避難所で使用可能なストーブを確保するとともに、テレビ等で情報を入

手できるよう地デジアンテナの整備や発電機の設置を進める。 

③ 災害時要援護者への支援を強化するため、災害時要援護者避難支援プラン個別計画

を策定し、市、町内会、地域住民、福祉施設が連携したサポート体制の構築を図る。 
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○ 物資・ボランティア関係 

① 大量の物資の分別に時間がかかった。 

② 必要とする物資とマッチングしていない物資が大量に届き、保管場所の確保に手間

取った。 

③ 災害ボランティアの調整部署が明確でなく混乱した。また、災害ボランティアセン

ターの広報が遅れた。 

 部会検証結果 

① 援助物資の不一致を極力抑えるため、三沢市で必要な援助物資を迅速に把握し、ホ

ームページ等で情報を発信できる体制を構築する。 

② 援助物資の受付、保管場所等を定めたマニュアルを作成し、担当職員に周知を図る。 

③ 三沢市、三沢市社会福祉協議会及びボランティアとの連携を強化し、応急復旧活動

等の効率化を図る。 

 

第２節 市民意向調査において示された問題点と検証結果について 
東日本大震災からの復興に向けて、三沢市復興計画に市民の意見を広く取り入れるため、

平成２３年９月にアンケート調査を実施しました。 

    その中で示された市の災害対応に係る問題点は以下のとおりです。 

    なお、アンケート結果の詳細につきましては、市ホームページに掲載されている三沢市復

興計画を参照ください。 

① 「防災行政無線放送が聞こえない、内容が聞き取れない」の割合が半数を占めてお

り、さらに、「聞こえる」と答えた方の中でも「はっきり聞こえた」と回答した方は、    

１６％程度であった。 

② 「暖房器がなく暖がとれない。」、「物資不足、震災の情報が少ない。」等避難所

に関する改善が必要である。 

③ 高齢者、災害時要援護者への支援を強化する必要がある。 

 

 検証結果について 

① 音響音達調査を通じて聞こえにくい地域等を把握し、スピーカーの向きや数、設置

箇所の調整を行うとともに、防災行政無線以外の方法等を検証し、改修計画を作成す

る。 

② 停電時でも避難所で使用可能なストーブを確保するとともに、テレビ等で情報を入

手できるよう地デジアンテナの整備や発電機の設置を進める。 

③ 災害時要援護者への支援を強化するため、災害時要援護者避難支援プラン個別計画

を策定し、市、町内会、地域住民、福祉施設が連携したサポート体制の構築を図る。 
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第３節 青森県津波浸水予測図の公表について 
東日本大震災の教訓から新たな津波対策が必要となりました。そこで青森県は、平成２４

年１０月に青森県津波浸水予測図（以下「浸水図」という。）を公表しました。 

浸水図の考え方は、発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波を想定

しています。 

また、最大クラスの津波が高潮、満潮等の悪条件下において発生した場合の津波浸水区域

と水深を示しております。ただし、津波の大きさや被害の発生範囲を決定しているものでは

ないことに注意する必要があります。 

東日本大震災前までの想定では、国道３３８号線より海側が津波浸水区域となっていまし

たが、今回の想定では、国道３３８号線を越え、場所によっては、広域農道の西側まで浸水

する見込みとなっております。 

津波到達時間も約４０分と短く、高さについても最大で１７ｍと見込まれております。 

 

  検証結果及び浸水図を踏まえた三沢市の対応について 第２章

  

当市では、現在第１章で示された検証結果等に基づき、特に早期に改善等が必要な 

   ① 避難所及び避難方法の見直し ② 通信手段の確保  ③ 備蓄食料等の充実 

   ④ 津波ハザードマップの作成  ⑤ 三沢市地域防災計画の修正 

   ⑥ 市民の防災意識の向上（第３章で説明します。） 

  に重点を置いて対応しております。 

 

第１節 避難所及び避難方法の見直し 
   １．避難所の見直し 

 避難所につきましては、浸水図の公表に伴い、津波情報発表時における沿岸地区の避難

所（おおぞら小学校、三川目小学校、第三中学校）を開設しないこととしました。 

    これは、避難所がある場所が浸水区域に含まれたことによります。 

    

２．避難方法の見直し 

避難方法につきましては、渋滞等のリスクを避けるため、原則徒歩での避難をお願いし

ていました。 

しかし、淋代以北の集落では、津波到達時間である約４０分以内に、広域農道より西側

に逃げるとなると、徒歩では間に合いません。 

そこで当市は、車での避難について、訓練等を通じて現在検証中であります。 

また、一時的な避難所として、斗南藩記念観光村、谷地頭団体活動センター、屋内温水

プールを計画した上で、長期間にわたる避難生活を余儀なくされる場合は市中央地区にあ

る避難所への避難を検討しております。 

 

第２節 通信手段の確保 
災害時における通信は、停電等の発生を考えると、固定電話（黒電話を除く。）が使用で

きなくなり、また、携帯電話についても、各携帯電話会社において通信規制が行われること

から、通じなくなります。 

当市では、このような状況下でも通信できるよう、１．市民向け情報提供手段の確保 ２．

市役所内部組織の通信手段の確保の二つに分けて調査、整備等を進めております。 

 

１．市民向け情報提供手段の確保について 

市民への情報提供は、防災行政無線、情報メール、マックテレビ及びホームページによ

り行っております。現状では、防災行政無線で情報を入手している方が多く、市民アンケ

ートによると、音声が聞こえにくいと回答した方が約半数いる結果となっております。 

アンケート結果を踏まえて当市では、防災行政無線の音響音達調査実施により、聞こえ

にくい場所を特定し、今後防災無線外部スピーカー施設の移設やスピーカーの方向の調整

等を実施していく予定です。しかし、風向き等の影響や、高気密住宅の普及など防災行政
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 検証結果及び浸水図を踏まえた三沢市の対応について 第２章
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   ⑥ 市民の防災意識の向上（第３章で説明します。） 

  に重点を置いて対応しております。 

 

第１節 避難所及び避難方法の見直し 
   １．避難所の見直し 

 避難所につきましては、浸水図の公表に伴い、津波情報発表時における沿岸地区の避難

所（おおぞら小学校、三川目小学校、第三中学校）を開設しないこととしました。 

    これは、避難所がある場所が浸水区域に含まれたことによります。 

    

２．避難方法の見直し 

避難方法につきましては、渋滞等のリスクを避けるため、原則徒歩での避難をお願いし

ていました。 

しかし、淋代以北の集落では、津波到達時間である約４０分以内に、広域農道より西側

に逃げるとなると、徒歩では間に合いません。 

そこで当市は、車での避難について、訓練等を通じて現在検証中であります。 

また、一時的な避難所として、斗南藩記念観光村、谷地頭団体活動センター、屋内温水

プールを計画した上で、長期間にわたる避難生活を余儀なくされる場合は市中央地区にあ

る避難所への避難を検討しております。 

 

第２節 通信手段の確保 
災害時における通信は、停電等の発生を考えると、固定電話（黒電話を除く。）が使用で

きなくなり、また、携帯電話についても、各携帯電話会社において通信規制が行われること

から、通じなくなります。 

当市では、このような状況下でも通信できるよう、１．市民向け情報提供手段の確保 ２．

市役所内部組織の通信手段の確保の二つに分けて調査、整備等を進めております。 

 

１．市民向け情報提供手段の確保について 

市民への情報提供は、防災行政無線、情報メール、マックテレビ及びホームページによ

り行っております。現状では、防災行政無線で情報を入手している方が多く、市民アンケ

ートによると、音声が聞こえにくいと回答した方が約半数いる結果となっております。 

アンケート結果を踏まえて当市では、防災行政無線の音響音達調査実施により、聞こえ

にくい場所を特定し、今後防災無線外部スピーカー施設の移設やスピーカーの方向の調整

等を実施していく予定です。しかし、風向き等の影響や、高気密住宅の普及など防災行政
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無線が聞こえにくくなる要因があるので完全な解決方法とはなりません。そこで、当市で

は、防災行政無線で放送する情報を、情報メール、マックテレビ、ホームページでも提供

し、情報入手手段の多様化を図っております。 

その中で特に重点をおいているものが携帯電話のメール機能を使って災害情報等が入手

できる情報メールサービスの加入者を増やすことです。加入者は、携帯電話を持っていれ

ばどの場所でも情報を入手できる環境となります。ただし、登録作業が必要となることか

ら、特に避難するケースが多い津波浸水区域の町内会と連携して登録作業のサポートやＰ

Ｒ活動等を実施してまいりたいと考えております。 

また、停電時の対策として、マックテレビが放送する地域情報を携帯電話やカーナビの

ワンセグで受信できるようエリアワンセグ事業を実施いたします。 

 

２．市役所内部組織の通信手段の確保 

市役所内部の通信手段は、携帯電話と一部の業務用無線機を使っていました。 

東日本大震災後、携帯電話が使えない、停電により固定電話が使えない、無線機の台数

も不足しているなど、部会の検証結果でもあったとおり現場からの情報入手や、災害対策

本部からの指示等がしにくい状況でした。 

そこで災害対策本部と避難所、各出先、災害活動中の車両及び現場の職員との連絡が取

れるよう新たなデジタル無線機の整備を進めております。 

 

第３節 備蓄食料等の充実 
東日本大震災時の食料、水の確保につきましては、災害協定を締結している各企業や青森

県等の協力により不足する事態は避けられました。 

ただし、東日本大震災の応援要請は、太平洋沿岸の一部からの要請であったため、極端な

備蓄食料等の不足には陥らなかったと考えられます。 

しかし、岩手県や宮城県沿岸の被害や、部会の検証結果、市民アンケートでもありました

とおり、備蓄食料の充実を望む声が強く、県や災害協定先の食料等も不足することも十分に

考えられることから当市でも平成２４年度から食料等の備蓄を始めております。 

 

第４節 津波ハザードマップの作成 
津波ハザードマップは、東日本大震災前にもありました。しかし、平成２４年１０月に公

表された浸水図によると、想定を遥かに越える浸水区域が示され、これを受けて平成２４年

度に作成している津波ハザードマップには、その浸水区域、避難所、避難路、非常時の連絡

先、その他災害時に必要な情報を掲載します。その情報を広く住民に対し周知を図るため津

波ハザードマップを各戸配布いたします。 

 

第５節 地域防災計画の修正 
部会検証、市民アンケート、浸水図等の内容を踏まえ、災害対策本部の組織、避難所、避

難路等の修正などを進めております。  
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 市民の防災意識の向上 第３章

  地域の防災力の向上を図るためには、市及び消防の災害対応の体制強化を図ること、住民の防

災意識の向上を図ることが必要となります。第１章及び第２章において、市の災害対応に係る体

制強化に向けた施策等を紹介しましたが、この章では、住民の防災意識の向上を図るために行っ

ている事業を紹介します。 

第１節 青森県市町村元気事業について 
1. 事業内容 

    東日本大震災で被害を受けた国道３３８号線沿線地域にある電柱に、海抜表示板を設置

する事業です。海抜表示板は、地域住民に設置箇所の調査及び設置を行っていただきまし

た。また、その他に地域の地形の特性等を知っていただくために、弘前大学の教授方にお

越しいただき、防災に関する講演会を開催いたしました。そして、活動結果を広報、ホー

ムページ等でお知らせし、市民全体の防災意識の向上を図っています。 

 

2. 特徴 

① 海抜表示板の設置箇所の選定から設置までを住民自らが行う。 

② 三沢市は外国人が多く居住することから英語での表記も行う。 

 

3. スケジュール 

・平成２４年６月  塩釜、織笠、新森、六川目、細谷、淋代、四川目、鹿中、三川目

（以下「沿岸地域」という。）の各町内会長に対するスケジュール

及び事業内容の説明 

・平成２４年７月  沿岸地域の住民による現地調査 

             電柱の位置、電柱番号の調査 

・平成２４年８月  弘前大学から講師を招いての防災講演会 

                「三沢市の地形と東北地方太平洋沖地震津波」 

弘前大学教育学部教授  理学博士 小岩 直人 氏 

                「三沢市の地震動の特徴と地震動災害について」 

                 弘前大学大学院理工学研究科准教授 

 博士（工学）片岡 俊一 氏 

  ・平成２４年１０月 海抜表示板設置作業 

 

4. 活動内容 

① 事業実施に向けた地域住民に対する説明 

 沿岸地域の町内会長に事業内容及びスケジュール等の説明会を実施しました。この

中で特に「地域住民が主体である」ことを説明しました。 

② 市民の手による海抜表示板の設置箇所の決定 
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       沿岸地域の住民が、国道３３８号線沿線を中心に海抜表示板が必要な場所を選定し、

市が用意した図面に位置情報、電柱番号を記載しました。 

     ③ 市民が作成した図面をもとに、市が海抜調査を実施 

       住民が作成した海抜表示板設置位置を示した図面を基に、市が海抜調査を実施しました。 

     ④ 地域の実情把握のための防災講演会の実施 

       海抜表示板設置の前に地域の実情を地質学の視点から把握することを目的として、

防災講演会を実施しました。 

       弘前大学大学院の片岡准教授は、三沢市の地震動の特徴について講演を行い、海岸

付近よりも段丘上の震度が大きくなること、地震を経験した人は後世のため語り継い

でほしいことなどのお話がありました。 

       また、弘前大学の小岩教授は、三沢市の地形と東北太平洋沖地震津波について講演

を行い、東日本大震災の津波による三沢市の被害発生箇所の地形的な特徴をみると、

海岸部の川の河口付近や、海岸付近に広がる平野を中心に発生しているとのお話があ

りました。 

     ⑤ 住民と市が協働で行う海抜表示板の設置 

       平成２４年１０月１４日、日曜日の三沢市総合防災訓練実施日に、沿岸地域の各町

内会と市職員とが協働で２４０枚の海抜表示板を設置しました。 

       なお、海抜表示板のデザインは、国土交通省から示された海抜表示シート設置方針

（案）に基づき作成したものです。 

     ⑥ 海抜表示板の追加設置について 

       ２４０枚の海抜表示板は、国道３３８号線沿線を中心に設置しましたが、平成２４

年１０月に公表された浸水図で、広域農道付近までの区域が浸水区域として示された

ことから、海抜表示板の効果を最大限に生かすため浸水境界付近である広域農道付近

の電柱に３４枚の海抜表示板を追加設置しました。 

5. 海抜表示板設置枚数及び参加人数について 

地 区 塩釜 織笠 六川目 細谷 淋代 四川目 鹿中 三川目 その他 合計

設 置 箇 所 

調査参加人数 
２５８名  258

講 演 会 

参 加 人 数 
市民、自主防災組織、消防団等  １５０名 150

海抜表示板 

設 置 作 業 

参 加 人 数 

90 53 106 33 122 6 87 101 598

参加人数 合計 1,006

看 板 設 置 

枚 数 
38 23 42 21 19 15 29 32 55 274

 

6. 活動写真及び海抜表示板設置箇所について 
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第４章 最後に 

 

地域を災害から守ることは、行政の力だけではできません。私たち行政の側でも、災害時にで

きるだけ住民の皆様の要望に対応できるよう、部会の検証結果や市民アンケートで指摘された点

を踏まえ、施設の改修や必要物資及び資機材の備えを進めております。また、職員のマンパワー

を効率的に発揮できるよう災害対策本部の組織の見直しなど市地域防災計画の修正や、各班のマ

ニュアルの見直しを進め、訓練等の実践を通じて、職員や市民の皆様への周知と防災意識の向上

を図って参りたいと考えております。 

さらに、災害応援協定を通じて民間の力を活用し、地域の防災力強化を図って参ります。 

ただし、これらの計画が機能するためには、地域住民の防災意識が高められ、実際の災害対応

ができなければなりません。地域住民が自ら行動を起こすことが、被害を最小限に抑えることに

つながります。今回の東日本大震災の教訓と、防災講演会、海抜表示板の調査及び設置作業、地

域防災訓練等を通じて、地域の防災力の向上が図られてきておりますが、今後におきましても市

と関連企業と住民が協力した災害に強い街づくりに努めて参りたいと考えております。 

最後に、海抜表示板の調査及び設置に協力していただきました町内会の皆様に深く御礼を申し
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